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図 1-4 30 年以上経過管の累積管渠管理延長の推移 

 

過去の研究事例等では、10 年経過した管渠（国土開発技術センター）や 16 年経過した管渠（国総研

（旧土木研究所）下水道研究室）、30・35 年経過した管渠（塩化ビニル管・継手協会）に関する物性試

験が実施されており、いずれの経年管も新材と同等の物性値を有することが報告されている。しかし、

現場において、塩化ビニル管のクラック等の異常は存在しており、これらの異常の程度、異常の進行、

異常の発生確率等については、これまであまり議論されてこなかった。 

これらを踏まえ、本研究では、今後の塩化ビニル管の急速な高齢化等に備えて、塩化ビニル管の異常

程度を適切に判定することを目的とし、塩化ビニル管の視覚判定基準と緊急度診断基準の研究を行った。 

1.3. 研究内容 

 本研究において、下記の 4点について調査、検討を行った。研究フローを図 1-5 に示す。 

(1) 実態調査（2章） 

・国内および外国の管渠調査の判定基準を収集し、各々の判定基準の特徴および変遷を整理 

・塩化ビニル管の劣化・破壊のメカニズムに関する情報について、国内外等の文献等を収集 

・全国の公共団体に対して塩化ビニル管に関するアンケート調査を実施し、塩化ビニル管起因の道路

陥没の発生状態やその原因を整理 

・TV カメラ調査結果を収集し、発生している異常および発生位置等を整理、また塩化ビニル管特有の

異常の整理 

(2) 塩化ビニル管の視覚判定基準（3章） 

・可とう性管特有の構造的異常である塩化ビニル管の偏平・変形の判定基準について検討 

・剛性管と異なる管体材料である塩化ビニル管の破損（軸方向クラック）・クラック（円周方向クラ

ック）の判定基準について検討 

・剛性管と異なる継手構造である塩化ビニル管の継手ズレについて判定基準について検討 

・取付管穿孔の下水道本管強度への影響の把握 
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・塩化ビニル管に関して、異常箇所ごとに個々の異常の程度を判定するための、TV カメラによる視覚

調査結果に対する視覚判定基準の提案 

(3) 塩化ビニル管の緊急度診断基準（4章） 

・スパン全体において異常が複合的に生じた場合を考慮するため、特有の異常を有する塩化ビニル管

に発生するたわみ率と歪みおよび応力の関係を把握するために偏平試験を実施 

・複合的な異常を有した塩化ビニル管に発生する歪みに対する各異常の影響を解析 

・塩化ビニル管特有の複合的な異常が発生した場合の緊急度を考慮した、緊急度診断基準の提案 
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図 1-5 研究フロー 

 

  

１．下水道管きょの視覚判定基準の経緯の調査

２．塩化ビニル管の規格および異常に関する既往の文献の調査

３．塩化ビニル管の異常の実態の調査

（１） 実態調査

（２） 塩化ビニル管の視覚調査判定基準

平成25年度

平成22年度

１．塩化ビニル管特有の事象について検討
（偏平・変形、破損（軸方向クラック）、継手ズレ、取付管）

２．視覚判定基準の提案

平成23～24年度

（３） 塩化ビニル管の緊急度診断基準

１．複合的な異常発生時の管体に発生する歪みを把握（偏平試験）

２．発生する歪みに対する各異常の影響を解析（統計解析）

３．緊急度診断基準の提案
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1.4. 用語の定義 

 本資料における、主な用語の定義は以下の通りである。 

①異常 

管の劣化度を示す管の破損、偏平、変形等の劣化および、管の流下能力に影響するたるみ、取付

管の突出し等を総称したもの。 

②劣化 

時間経過に伴う化学的・物理的変化により、品質や性能が損なわれること。 

・物理的劣化：物理的性質の永久変形が起こって性質が低下する現象 

・化学的劣化：材料の化学的組織構造に有害な変化を起こす現象 

③破壊 

物に何らかの力や影響が加わることにより、そのものの形状・機能・性質等が失われることであ

り、固体材料においては、その材料の強度を上回る外力が加わったときのその材料が 2つまたはそ

れ以上の部分に分離すること。 

固体材料の破壊は大きく脆性破壊と延性破壊に分けられる。 

脆性破壊：荷重あるいは応力を増していくほど材料が伸び（弾性状態）を伴いながら破壊する現

象 

延性破壊：材料の降伏点を上回り材料にまず大きな塑性変形が見られ、この間、材料内の各所で

小さなクラックが発生し、それが成長して破壊する現象 

④異常判定項目 

視覚調査で把握する管の異常、管の流下能力に影響する異常の項目。 

⑤視覚判定基準 

視覚調査（目視調査、テレビカメラ調査等）で把握した異常項目のランクを判定するための基準。 

⑥緊急度診断基準 

視覚判定基準により判定された異常より、通常の維持管理での対応、修繕や改築での対応を診断

し、対応時期の緊急性を診断するための基準。 

 

 

 




